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きます。詳しくは、信用保証協会に
問い合わせてください。
問福島県信用保証協会
　☎ 024（526）1530

　生誕 100 年を記念して
　「鈴木高木彫展」を開催

　生前、本町で教員として過ごし、
温もりにあふれた木彫りの彫刻を制
作していた鈴木高

たかし

さん。生誕 100
年を迎えた今年、本町で個展を開催
します。皆さんお誘い合わせの上、
ぜひお出かけください。
●開催日時　11 月 16、17（水、木）
の両日　午前９時～午後５時
●開催場所　学びいな
問学びいな　☎（72）0180

　女性の人権を守ります
　一人で悩まずに相談を

　11 月 14 日から 20 日までの７日
間は、全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間です。
　夫やパートナーからの暴力、セク
シャルハラスメントやストーカー行
為など、女性の抱える人権問題につ
いて、電話相談を実施します。
　相談は無料で、秘密は厳守されま
すので、気軽に相談してください。
※強化週間以外の日（土・日・祝日
を除く）でも、午前 8 時 30 分～午
後 5 時 15 分の間は相談に応じてい
ます。
●開催期間　11 月 14 日（月）～ 20
日（日）までの 7 日間
●開催時間
　午前８時 30 分～午後７時まで

（ただし、19、20 の両日（土・日）は、
午前 10 時～午後５時）
●電話番号　☎ 0570（070）810　
　（全国共通ナビダイヤル）
問福島地方法務局人権擁護課
　☎ 024（534）1994

暮らしの情報広場

●対象　原発事故で被災した人
●支援内容　原発事故の被害者救済
を支援するため、弁護士を紹介しま
す。センターが紹介した担当弁護士
に、皆さんから連絡していただき、
予約の上、担当弁護士の事務所で相
談あるいは依頼をしてください（相
談は３回まで無料です）。
●受付窓口　平日の午前 10 時～午
後 3 時の間に、024（533）7770 ま
で電話してください。
４．インターネットや携帯電話での
情報提供
●ホームページアドレス
http://business3.plala.or.jp/fba/
●携帯ホームページアドレス
http://business3.plala.or.jp/fba/k/

　震災でお困りの人に裁
　判手続きの方法を案内　

　県内の裁判所では、裁判手続きを
考えている人のため、無料で案内を
しています。
○震災で亡くなったり、行方不明に
なったりした人の財産に関すること
○震災で親が亡くなったり、行方不
明になったりした子どもの後見（財
産の管理）などに関すること
○判断能力がなくなってしまった人
の後見に関すること　　　　　　　
○手形や小切手などの有価証券の紛
失に関すること
○借りたお金が返せない
　このようなことについて相談を受
け、解決するための裁判手続きの概
要や申立方法（手続きに必要な費用
や書類など）を説明します。
　詳しくは、お近くの裁判所に連絡
してください。
問会津若松簡易裁判所
　☎（26）5738
　福島家庭裁判所　会津若松支部
　☎（26）5831
　郡山簡易裁判所
　☎ 024（932）5697
　福島家庭裁判所　郡山支部
　☎ 024（932）5855

　　　　　　　　　　　　　　　

　震災や原発事故に関連
　した悪質商法に注意を

　震災や原発事故に乗じた、悪質商
法に注意してください。
○復興事業への投資をかたった社債
や未公開株式の販売
○放射性物質の除去効果をうたう浄
水器の販売
○行政からの全額補助をかたった太
陽光発電システムの高額取り付け
○被災した屋根の修理や住宅設備の
点検と称して、高額の修理点検代を
請求する
○当面の生活費を借りるために、返
済保証金を入金したが貸し出しが行
われない
○ボランティアや宗教勧誘を名目に
悪質商法をする
など、さまざまな手口があります。

「怪しい」と思ったら、すぐに契約
をせず、下記に相談してください。
問●猪苗代警察署　☎（63）0110
●警察総合相談電話　＃ 9110
※携帯電話でも利用できます
●消費者ホットライン
　☎ 0570（064）370
※ IP 電話や PHS からは利用できま
せん

　保証協会が中小企業の
　資金繰りを支援します

　被災した事業者の借入額を全額保
証する制度を、来年の３月まで実施
します。
○震災によって直接または間接的に
被害を受けた中小企業者が、金融機
関から事業の再建や経営の安定に必
要な資金を借り入れるとき、信用保
証協会が債務保証をします。
○災害関係保証、セーフティネット
保証と合わせて最大５億６千万円ま
で（そのうち１億６千万円までは無
担保）、一般保証とは別枠で利用で

Life Information

政府広報

　  仕事中や通勤中の被災
　  には、労災から給付が

　東日本大震災により、労働者が仕
事中または通勤中に、地震や津波に
よって負傷または死亡した場合、労
災保険の給付を受けられます。本人
や家族で手続きをしていない人は、
労働基準監督署などで手続きをして
ください。詳しくは、下記に問い合
わせてください。
問会津労働基準監督署
　☎（26）6494
　福島労働局労働基準部労災補償課
　☎ 024（536）4605

　  県弁護士会が被災者の
　  支援活動を実施中です

　県弁護士会では、東日本大震災や
原発事故の被災者のため、無料相談
などの支援活動に取り組んでいます。
１．震災・原発事故無料電話相談
　（相談は無料ですが、通話料はか
　かります）
●対象　今回の震災や原発事故で被
災した人
●受付時間　平日の午後２時～午後
４時
●電話番号　☎ 024（534）1211
☎ 024（925）6511　☎（27）2522
☎ 0246（25）0455
２．震災・原発事故無料面談相談
　（予約制）
●対象　今回の震災や原発事故で被
災した人
●実施場所　福島、二本松、郡山、
白河、会津若松、いわき、相馬
●予約方法　平日の午前 10 時～午
後４時の間に、0120（700）791（フ
リーダイヤル）に電話してください。
相談場所、日時などは予約の際に問
い合わせてください。
３．原子力発電所事故被害者救済支
援センター

震災関係
　

　  家屋の異動があった場合は届け出を

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在、家屋を所有している人に課税
されます。家屋の新築、増築、取り壊し、所有者変更などの異動があった
場合は、届け出をしてください。
　東日本大震災で著しい損害を受けた家屋のうち、取り壊しやそれに代わ
る家屋を新築、あるいは修理に伴う増築をした場合も必ず届け出をしてく
ださい。
　※被災家屋の取り壊し、新築増築については、固定資産税の特例措置が
適用される場合があります。

●家屋を取り壊した場合　
　取り壊した年は課税されますが、届け出をした翌年からは課税されません。
○登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
　取り壊した家屋の床面積の大小にかかわらず、税務課に「家屋異動申告書」を
　提出してください。後ほど、職員が現地を確認します。
○登記されている家屋の場合
　該当する家屋の所在地を管轄する法務局で建物滅失登記をする必要があります。
　登記が完了すると、法務局から町へ通知が届きますので、町への届け出は必要
　ありません。

●家屋を新築、増築した場合
　家屋が完成した年の翌年から課税されます。職員が評価額算出のための調査に
伺います。調査の内容は、家の間取りや最終的な各部屋の仕上げなどの確認にな
ります。調査の時間は、およそ１時間 30 分程度です（床面積の大小により変わ
ります）。
　基本的に職員が文書や電話などにより日程を調整しますが、連絡をいただけれ
ば随時調査に伺います。

●家屋の所有者が変わった場合
　届け出により、取得した年の翌年から課税されます。
○登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
　相続や売買などで所有者が変更になった場合は、税務課に「家屋異動申告書」
　を提出してください。新たな所有者を確認した上で、翌年から課税します。
○登記されている家屋の場合
　法務局で所有権移転登記をすると、法務局から町へ通知が届きますので、町へ
　の届け出は必要ありません。
　※これらの異動について届け出がない場合、事実の把握が困難になります。必
　ず届け出をしてください。

　また、家屋の新増築や取り壊しは、住宅用地に対する課税標準の特例に関係す
ることがあります。
※住宅用地に対する課税標準の特例
　住宅の敷地に使用されている一画地を住宅用地といいます。住宅用地について
は、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と
一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。特例額は次のとおりです。
○小規模住宅用地　住宅の敷地で住宅１戸について 200 平方㍍以下の土地。課
税標準額は、土地の決定価格の６分の１。
○一般住宅用地　住宅の敷地で住宅１戸について 200 平方㍍を超える部分で、
住宅の総床面積の 10 倍までの土地。課税標準額は、土地の決定価格の３分の１。
※ 10 倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。

　固定資産税の適正な課税のため、毎年４月に送付する課税資産（土地・家屋）
明細書を確認し、必ず届け出をしてください。
　登記については、法務局、司法書士や土地家屋調査士に相談してください。

●問い合わせ先　　福島地方法務局若松支局　☎（27）1501
　　　　　　　　　税務課　賦課業務　　　　☎（62）2113

催　　し
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編
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後
記

　 建設業を営む事業主と
　 働く人の幸せのために

　建退共制度は、中小企業退職金共
済法に基づき建設現場の労働者の福
祉の増進と建設業を営む中小企業の
振興を目的として設立された退職金
制度です。
　この制度は、事業主の皆さんが、
労働者の働いた日数に応じて掛け金
となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働くことを
やめたときに建退共から退職金を支
払う、業界全体での退職金制度です。
　加入できるのは建設業を営む事業
主で、対象となるのは建設業の現場
で働く労働者。掛金は日額 310 円
です。
●特徴
１．国の制度なので安全、確実、申
し込み手続きは簡単です
２．経営事項審査で加点評価の対象
になります
３．掛け金の一部を国が助成します
４．掛け金は事業主負担ですが、法
人は損金、個人では必要経費として
扱われます。税法上全額非課税です
５．事業主が変わっても、退職金は
企業間を通算して計算されます。
●建退共制度の特例措置
　建退共では、地震などで災害救助
法が適用された皆さんに対し、各種
手続きの特例措置を実施しています。
●事業主の皆さんへ
 ・共済証紙は、労働者の就労日数
に応じて、適正に貼

ちょう

付
ふ

してください。
 ・「建設業退職金共済手帳」を持っ
ている労働者が建設業界を引退する
ときは、忘れずに退職金を請求する
ように指導してください。　
　「建退共」のホームページには、
制度説明用動画やＱ＆Ａなどが掲載
されています。ぜひアクセスしてご
覧ください。詳しくは、最寄りの建
退共支部に問い合わせてください。

問建退共　福島支部
　☎ 024（523）1618

　 電話帳のリサイクルに
　 ご協力をお願いします

　ＮＴＴ東日本では、12 月中に新
しい福島県版の電話帳を、各家庭や
事業所などに届けます。現在お使い
の電話帳は、新しいものを届けた際
に回収しますので、配達員にお渡し
ください。
　配達時不在などで配達員に電話帳
を渡せなかった場合、下記のタウン
ページセンタに連絡をいただければ、
後日、改めて回収に伺います。
問タウンページセンタ
　☎ 0120（506）309（フリーダイヤル）
　（平日　午前９時～午後５時）

　  本当に必要な人が使い
　 やすい駐車場づくりを　

　県では、車いすマークのある駐車
スペースの適正利用を図るため、利
用証を発行する「おもいやり駐車場
利用制度」を実施しています。
　この制度に茨城県が加わり、23
年 10 月 1 日から、福島・山形・栃木・
群馬・茨城の 5 県の協力施設（茨城
県は全ての車いすマークの駐車場）
で利用できるようになりました。
　今後も、本当に必要な人が利用で
きるようにご協力をお願いします。
　詳しくは、利用証の申請・交付窓
口に問い合わせてください。
問保健福祉課　社会福祉業務
　☎（62）2115
　会津保健福祉事務所
　高齢者支援チーム　☎（29）5272
　県高齢福祉課　　　　　　　　　
　☎ 024（521）7197

暮らしの情報広場

　  就職希望の障害者と求
　  人企業の出会いの場に

　就職を希望する障害者と求人企業
が一堂に会し、面接の場を設ける「障
害者就職面接会」を開催します。
●開催日時　11 月 29 日（火）
　午後１時 30 分～午後４時
●開催場所　会津アピオスペース
　（会津若松市インター西 90）
●参加予定企業数　約 25 社
※詳しくは下記まで問い合わせてく
ださい。
問ハローワーク会津若松　専門援助
部門　☎（26）3333

　求職活動中の皆さんの
　暮らしと仕事に安心を
　求職活動中の生活や就労などの相
談に乗ります。生活資金、住居情報、
就職支援や能力開発など、内容に応
じた関係機関と連携し、さまざまな
支援を行います。電話での相談にも
対応しますので、お気軽に相談して
ください。
問ふくしま求職者総合支援センター
【福島窓口】福島市三河南１－ 20
　コラッセふくしま　２階
　☎ 024（525）2510　
　開所時間　月曜日～土曜日　
　午前 10時～午後６時 30分
　（水・日・祝日と年末年始は休所）
【郡山窓口】郡山市島２丁目 402
　ふくしま地域共同就職支援セン　
　ター内　☎ 024（995）5057

　開所時間　月曜日～金曜日
　午前８時 30分～午後５時
　（土・日・祝日と年末年始は休所）

　大切な命を救えるのは
　あなたの応急手当です

　あなたの大切な人が突然倒れまし
た。大切な命を救うために「あなた」
の力が必要です。
　猪苗代消防署では、毎月第２土曜
日の午前９時から「町民救急講座」
を開催しています。誰かを「救う力」
を身につけませんか。

●６月１日から、既存住宅でも住宅
用火災警報器の設置が義務化されま
した。設置が義務付けられたのは、

「寝室」と２階に寝室がある場合の
「階段室の天井」です。
　火災による被害を最小限に抑え、
大切な命と財産を守るため、まだ設
置をしていない人は、早めに取り付
けてください。
問猪苗代消防署　☎（62）4433
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お知らせ募　　集

   今月の納期
（納期限11 月30日）

●国民健康保険税 ５期分

●介護保険料　５期分

●後期高齢者

　医療保険料    ４期分

●上下水道使用料 11 月分

消　　防

１　犯罪発生状況

◎関係機関と地域住民が一体となって犯罪の抑止
に取り組んでいきましょう。

◎ＰＭ４ライトオン。夕暮れ時の事故が目立つ季
節です。早めにライトオン！
◎歩行者の皆さん。夜は反射材を着用し、光り輝
く目立つ格好で歩きましょう。

２　交通事故状況

年別
町村別 平成 23 年 平成 22 年 増　減 増減率％

猪 苗 代 町 58 69 -11     -15.9
磐 　 梯 　 町 10 14 -4     -28.6
裏 　 磐 　 梯 7 11 -4     -36.4

　　　計 75 94 -19     -20.2

町村別
罪種別

猪苗代町 磐梯町 裏磐梯
23 年 22 年 23 年 22 年 23 年 22 年

窃盗犯計 49 56 9 10 7 10
空き巣 2 4
金庫破り
事務所荒らし
出店荒らし 4 1
倉庫荒らし 1
侵入盗その他 2 2 1 1 1
置引き 1
車上ねらい 3 4 1 2 1
部品ねらい 1
脱衣場ねらい 3 3
自販機ねらい 3
万引き 13 12
職場ねらい 2
さい銭盗 1 1
畑荒らし
スキー・
スノーボード盗 7 4 2 7 1 2
非侵入盗その他 4 16 4 1 3 2
自動車盗 1
オートバイ盗
自転車盗 11 5 1
その他の
乗り物盗
暴行・傷害 1 1
詐欺・横領 3 3

遺失物等横領 1
器物損壊 4 6 2

その他の刑法犯 2 2 1 1 1
総　計 58 69 10 14 7 11
増　減 -11 -4 -4

死亡事故 1 0 0 0 0 0
増　　減 1 0 0
人身事故 60 61 5 12 1 5
増　　減 -1 -7 -4

猪苗代警察署管内の犯罪・交通事故
発生状況（平成23年９月30日現在）

お悔やみ申し上げます
（ 9 月 15 日～10 月 14 日受付分※敬称略 ）

氏　　名 年齢 世帯主 行政区

佐藤　愛子 84 茂男 都沢

佐藤　恒雄 63 恒雄 達沢

小澤　　進 89 健一 志津

髙橋　昭良 84 昭良 沼尻駅前

小板橋眞平 80 愼一 見禰

鈴木美惠子 82 美惠子 関脇

加藤　キノ 93 一三 幸野

南波　フク 84 米男 幸野

古川スズエ 93 スズエ 桜ケ丘

星野美代子 85 常喜 名古屋町

白岩　利行 58 利則 壺下

神　　ミヨ 88 幹夫 樋ノ口

瀨野　輝芳 75 輝芳 土町

増子　久雄 81 久雄 樋ノ口

武藤　リサ 94 淳宏 沼尻駅前

遠藤　津谷 93 津谷 下舘

涌井　誠一 88 潔 旭町

町の人口

善意をありがとうございます

○災害復興協力金として　　　　
　猪苗代歌謡教室
　（江花一成代表）　   111,248 円
　花柳流みほ乃会
　（花柳寿美衡師匠）   100,000 円
○社会福祉事業協力金として
　佐藤マツさん（中ノ沢）
　　　　　　　　　     10,000 円
○教育振興協力金として
　極真空手道連盟極真館福島県支部
   （会津分支部長田中寅雄） 30,000 円

※広報に氏名の掲載を希望されな
い場合は、窓口に申し出ください。

 23 年 10 月 1 日現在の現住人口

　   人　口　　　15,862 人
　　世帯数　　　  4,991 戸
　　出生　10 人　  転入　 30 人
　　死亡　16 人  　転出　 20 人

写真は、町職員が受講した、普通救
命講習の様子。心肺蘇生法やＡＥＤ

（自動体外式除細動器）の使用法な
どを学びました
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